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2025 年 12 月 10 日付の北海道新聞は、トラック運転者の長時間労働と過労死問題を大きく取り上げ、
「減らない過労死と遺族の思い」と題した特集記事を掲載しました。記事では、長距離輸送に従事していた
ドライバー（札幌ドライバーの上田さん）が過密なスケジュールの中で体調を崩し、仕事中に倒れて命を落
とした事例が紹介され、遺族は「体がこわいと訴えていたのに助けられなかった」と深い悲しみを語ってい
ます。なぜここまで働かせてしまったのか――その問いは、労働時間管理のあり方そのものに向けられてい
ます。 

記事では、亡くなった運転者が一日の拘束時間が 15 時間を超える日が続き、休息が十分に取れない状態
で働かされていた実態が明らかにされています。勤務間インターバルは実質的に機能せず、慢性的な疲労が
蓄積し、過労死につながる危険な働かせ方が常態化していたことが浮き彫りになりました。背景には、荷主
都合による待機時間の多さ、低い運賃、運送会社への過度な責任転嫁など、運送業界全体の構造的な問題が
あります。こうした問題は、改善基準告示の見直しだけでは解決しきれず、より深い制度改革が必要である
ことを示しています。 

北海道新聞は、過労死を防ぐためには、労働時間の適正把握や待機時間の正しい評価、勤務間インターバ
ル制度の強化だけでなく、荷主責任の明確化や適正運賃の確保といった構造改革が不可欠だと指摘していま
す。また、働いた実態が正しく評価されず、労災が認められないケースが続けば、現場の疲弊と担い手不足
はさらに深刻化すると警鐘を鳴らしています。 
 
 
 

第 219 回臨時国会では、与野党の合意により、軽油引取税の旧暫定税率分（1 リットル当たり 17 円 10 銭）
が 2026 年 4 月に廃止されることが決まりました。これは、長年の課題であった燃料課税の見直しに向けた大
きな前進であり、トラック運輸産業にとっても重要な制度改革です。 

しかし、この税率廃止による効果は、「軽油価格が下がるから運賃も下げるべきだ」といった誤った方向に
使われてはなりません。本来、この減税による効果は、深刻な人手不足と低賃金構造に苦しむトラック運転者
の処遇改善、そして運輸事業者の経営の安定化に充てられるべきものです。つまり、賃金・労働条件の改善の
ための原資として活用されなければならないということです。 

さらに、燃料価格の変動に対応するために導入されている「燃料サーチャージ制度」についても、今回の税
制改正を契機に、適切な運用の徹底が求められます。本来の燃料サーチャージは、燃料価格の上昇分を運送事
業者が一方的に負担しないための仕組みであり、荷主による正当なコスト転嫁を促す制度です。しかし実際に
は、燃料価格が上昇した際には十分に転嫁されない一方、価格が下落した場合のみ「サーチャージの減額・廃
止」を荷主が強く求めるといった不均衡が生じており、制度の趣旨が守られていません。今回の旧暫定税率の
廃止が、こうした不当なサーチャージ削減要求や運賃値下げ圧力につながることは断じて認められません。 
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